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第 1章 総 則 

（趣 旨） 
第 1 条 規程管理規程に定める規程のほか、規則、細則及びマニュアル等（以下「社内諸

規程」という。）並びに文書管理規程に定めるところにより会社が作成する文書（以

下「業務文書」という。）の作成に用いる用字、用語、構成、配字等に関しては、こ

の基準の定めるところによる。 

（定 義） 
第 2 条 この基準における用語の意義は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 規程…業務の運営、取扱いを定めた文書の総体をいう。 
(2) 規則…規程であって、特に法律、定款等で定められた事項に基づき、業務の運

営、取扱いについて定めたものをいう。 
(3) 細則…規程の実施のため細部事項を具体的に定めたものを総称する。 
(4) 基準…細則であって、審査、評価等の方法について、統一化、単純化を図るた

め、条件や作業方法を具体的に標準化したものをいう。 
(5) マニュアル…規程、細則に基づいて、全体の業務手続や手順等を特にわかりや

すく示したものをいう。 
(6) 規定…条文形式による社内諸規程における個々の条項をいい、又は各条項に規

定するその定めそのものをいう。 
(7) 社外文書…業務文書のうち、通知状、依頼状、紹介状、挨拶状等の会社を代表

して社外に発信する文書をいう。 
(8) 社内文書…業務文書のうち、通達、指示書、通知書、報告書等の会社内で取り

交わす文書をいう。 

第 2章 用字及び用語等 

（用字及び用語） 
第 3 条 社内諸規程及び業務文書の用字及び用語は、本条の定めるところにより、統一の

とれた用い方を心がけなければならない。 
2  漢字の字種及び音訓は、原則として、「常用漢字表」（平成 22 年 11 月 30 日内閣告

示第 2 号）に記載しているものを用いる。ただし、仮名書きでわかりにくいもの、

専門用語及び人名等については、常用漢字以外の漢字（常用漢字表に記載の漢字を
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	第2章　用字及び用語等
	（用字及び用語）
	第 3 条 社内諸規程及び業務文書の用字及び用語は、本条の定めるところにより、統一のとれた用い方を心がけなければならない。
	2 　漢字の字種及び音訓は、原則として、「常用漢字表」（平成22年11月30日内閣告示第2号）に記載しているものを用いる。ただし、仮名書きでわかりにくいもの、専門用語及び人名等については、常用漢字以外の漢字（常用漢字表に記載の漢字を常用漢字音訓欄以外の音訓で用いる場合を含む。）を用いることができる。
	3 　漢字の使用は、「公用文における漢字使用等について」（平成22年11月30日内閣訓令第1号）及び「法令における漢字使用等について」（平成22年11月30日内閣法制局総総第208号）による。
	4 　仮名は、平仮名を用いる。ただし、外来語及び外国語は片仮名（外国語の場合は、必要に応じてローマ字）を用いる。外来語の表現は、「外来語の表記」（平成3年6月28日内閣告示第2号）による。
	5 　仮名遣いは、「現代仮名遣い」（昭和61年7月1日内閣告示第1号）による。
	6 　送り仮名の付け方は、「送り仮名の付け方」（昭和48年6月18日内閣告示第2号、昭和56年10月1日一部改正）を参考にし、統一した用い方を心がけるものとする。
	7 　数字については、アラビア数字を用いる。
	8 　その他の用字について、この規程に定めるほか、一般的な事柄は、「公用文作成の要領」（昭和27年4月4日内閣閣甲第16号）による。


	（書　式）
	第 4 条 社内諸規程及び業務文書に使用する用紙の規格は、日本工業規格Ａ列第4番とする。
	2 　社内諸規程及び業務文書の書き方は、左横書きとし、用紙のとじ方は左とじとする。
	3 　文字のフォントサイズは、原則として、10.5ポイントとする。ただし、業務文書の見出しを強調する場合等は、必要に応じて12ポイント以上とすることができる。
	4 　文字種は、原則として、全角文字とする。ただし、数字は半角文字とし、ローマ字については、英単語を表記する場合など必要に応じて半角文字を用いることができる。


	（文体及び表現）
	第 5 条 社内諸規程に用いる文体は、口語文を用い、文末は、原則として常体（～である、～とする）とする。ただし、細則及びマニュアルについては、敬体（～です、～とします）とすることができる。
	2 　業務文書に用いる文体は、口語文を用い、原則として敬体（～です、～とします）とする。ただし、社内文書については、常体（～である、～とする）とすることができる。
	3 　社内諸規程及び社内文書の表現については、「公用文作成の要領」（昭和27年4月4日内閣閣甲第16号）を参考にし、日常一般に用いられている易しいものを用いるよう心がけるものとする。



	第3章　社内諸規程の作成要領
	（規程の構成）
	第 6 条 一定の内容を規程とする場合には、その規程の目的に従って、次の各号に掲げる要領で成文化する。
	(1) 規程は、本則と附則とに分け、附則には本則に付随する内容を定める規定を置く。
	(2) 規程の改定は改定履歴により記録し、改定履歴には、改定の都度、その施行日、改定箇所、改定の概要・理由等を明記する。
	(3) 本則は、条に分け、その内容を簡潔に表す見出しを付けるものとする。
	(4) 条は、その規定する内容により、項に分け、二項以上の項を設ける場合には、第2項以下に項番号を付けるものとする。この場合において、項番号は、算用数字をもって表する。
	(5) 条又は項の中で二以上の項目を箇条書きで並記するときは、それぞれの項目を各号として号番号を付けるものとする。この場合において、号番号は半角のかっこ付き算用数字をもって表する。
	(6) 号の中で細目を設ける場合には、それぞれの細目に丸数字により連番を付けるものとする。
	(7) 規程には、最初に目的規定を置くものとする。また、規程全体にわたる特別な用語があるときは、できる限り、定義規定でまとめて定義する。
	(8) 規程の本則は、必要に応じて、適宜、章、節等に区分することができる。
	(9) それぞれの規定は、業務の流れに従い、必要な内容は、すべて漏れなく定めなければならない。
	(10) 各規定は、規程全般の中で整合を保たなければならず、前後の文章及び内容が矛盾しないように、配慮しなければならない。
	2 　細則及びマニュアルの作成に当たっては、必要に応じて前項の規定を準用する。ただし、細則及びマニュアルについては、必ずしも条文形式によらず、通常の箇条書きを用いることができる。


	（主語の用法）
	第 7 条 社内諸規程においては、その定めを明らかにするため、できるだけ主語を明確にしなければならない。ただし、前後の文脈から主語が推測可能である場合は、この限りでない。
	2 　主語は、一般には「…は」と表す。ただし、条件文章においては、通常「…が」で表す。


	（述語の用法）
	第 8 条 社内諸規程の趣旨を明確にするため、述語は、次の各号に掲げる基準により用いることを基本とする。なお、本条の用法は、社内文書（特に「通達」）において準用する。
	(1) ○○である。…一定の事実について述べる場合に用いる。
	(2) ○○とする。…創設的あるいは拘束的な意味を持たせる場合に用いる。
	(3) ○○とするものとする。…一般的な原則や方針を示す場合に用い、やや緩やかな義務づけや拘束を指す。
	(4) ○○することができる。…規定上の権利があることを表す場合に用いる。
	(5) ○○することができない。…前号の反対で、規定上の権利がないことを表す場合に用いる。
	(6) ○○しなければならない。…規定に掲げる一定の事項についての義務を課す場合に用い、この述語が用いられる規定に違反したときは、懲戒の対象となることがある。
	(7) ○○してはならない。…前号の反対で、ある行為をしないことにつき義務を課す場合に用い、この述語が用いられる規定に違反したときは、懲戒の対象となることがある。
	2 　述語に用いる次の各号の用語は、主に各号に定める場合に用いる。
	(1) 適用する…その規定の本来の目的とするものにあてはめる場合に用いる。
	(2) 準用する…ある事項に関する規定をそれと本質の異なることについて、必要な若干の変更を加えてあてはめる場合に用いる。
	(3) 準ずる…ある一定の事柄を基準として、概ねこれに従う場合に用いる。
	(4) 例による…広くある制度なり、規程なりを包括的に他の同種の事項にあてはめようとする場合に用いる。
	(5) 従前の例による…規程の全部又は一部の改廃が行われる場合に、その経過規定として一部の規定について従前のルールを適用する場合に用いる。
	(6) この限りでない…直前に記載されている規定の全部又は一部の適用をある特定の場合に打ち消し、又は除外する場合に用いる。通常、ただし書において用いる。
	(7) することを妨げない…一定の事項について、ある法令の規定なり制度なりが適用されるかどうか疑問である場合に、その適用が排除されるものではないという趣旨を表すときに用いる。



	（社内諸規程の配字）
	第 9 条 浄書された社内諸規程の配字は、別記1のとおりとする。


	第4章　業務文書の作成要領
	（文書番号等）
	第10条 業務文書は、軽易なものを除き、文書管理規程に定めるところにより、文書記号及び文書番号を用紙の右肩に記載する。
	2 　業務文書には、用紙の右肩（文書記号及び文書番号のある文書については、その次の行）に発信日を記載する。発信日は、当該文書が実際に施行された日付とし、作成日や決裁日を記載してはならない。


	（受信者名）
	第11条 業務文書には、文書の受信者の組織名及び職名等の受信者名を記載する。この場合において、受信者としての名宛人が個人の場合は個人名、団体の場合はその団体の長の職名・氏名とする。また、次条の発信者が職名だけの場合は、受信者名は職名のみとし、発信者が職名・氏名の場合は、受信者名も職名・氏名とする。
	2 　名宛人の敬称は、宛先が個人の場合は「様」を用い、団体の場合は「御中」を用いる。名宛人の個人が複数である場合は、必要に応じ「各位」を用いる。


	（発信者名）
	第12条 業務文書には、文書を施行する主体を発信者として記載する。
	2 　発信者は、社外文書にあっては、会社名、職名、氏名を二行書きで記載し、社内文書にあっては、職名を記載する。
	3 　発信者のほか、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて業務文書の末尾にその事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載する。


	（本　文）
	第13条 業務文書の本文は、次の各号に掲げる要領で成文化する。
	(1) 本文には、本文の内容を要領よく簡潔に示した件名を付ける。また、必要に応じて、件名の末尾には、その文書の分類をかっこ書きで記載する。
	(2) 本文は、客観的かつ簡潔を旨として記載し、社内文書にあっては、時候の挨拶等は省略する。本文は、最初に「標記について」と記載して、件名の内容について記載されていることを明らかにする。
	(3) 伝達事項が複数あるときは、本文に「下記のとおり」と記載し、「記」と改行して、伝達事項を項目ごとに箇条書きで記載する。
	(4) 項目を細別するときは、「第1」「1」「（1）」「ア」「a」の順で用い、イロハ順は用いない。なお、項目の階層とともに、行頭は1字ずつ下げる。
	(5) 文書の末尾には、「以上」と記載し、文書が完結したことを明確にする。


	（業務文書の配字）
	第14条 浄書された業務文書の配字は、別記2のとおりとする。

	（改　廃）
	第15条 本基準の改廃は、規程管理規程の定めるところによる。





